
福岡支部 便り

皆さま明けましておめでとうございます。
一般社団法人　マンション大規模修繕協議会
福岡支部坂井隆弘です。
３月になりようやく春の兆しが見えたところに、
コロナウイルスというとんでもないものが流行し、
学 校 が 休 校 に な り 、 お 店 が 臨 時 休 業 に な り 、
マンション関連では総会・理事会・修繕委員会
が中止になるという大変なことが起こっています。
１日も早く終息することを願っております。

暗いニュースはさておき、去る２月２日の熊本市主催『分譲マンション管理セミナー』
に当協議会も参加させていただきました。
150名超の参加者で、熊本にすごい熱気を感じました。
開催準備に携わられた熊本市職員の皆さま、各団体の皆さま、また参加された
マンション管理組合の皆さま、大変お疲れ様でした。
また、大成功おめでとうございます。心よりお祝い申し上げます。

修繕積立金のはじまりは『長期修繕計画』からです。
『長期修繕計画』のことを質問すると『よくわからないけど・・・』と言われる方が多く、
中身をチェックすると購入時から見直しもされず、何となく築６年目から段階的に
修繕積立金を値上げするような計画の、Ａ3の用紙3～4枚の『長期修繕計画書』に
よく出会います。
『６年目で修繕積立金の値上げはありましたか？』と質問をすると『ありませんでした』・・・

日時：２０２０年６月６日（土）　　 　開始13：00～
会場：財団法人福岡県中小企業振興センター2Ｆ
同封の申込書をご確認のうえ、お申し込みください。

第１９回マンション大規模修繕セミナーin福岡
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『２０２０年 マンションの価値評価が変わる！』

さて、前回号の支部だよりの中で、2020年は『積立金不足問題』に取り組むと宣言
しましたので、今回から思いつくままお話しします。
組合員さんのご相談を聞いていると修繕積立金が決まった根拠をご存じない方
がいらっしゃいます。


